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募集区分 勤務地 勤務場所 
採用予定

人数 
職務内容 

一般事務 

① 統計調査課 本庁舎６階 １名 

職員の指示に従い一般業

務に従事します。 

・庶務業務の補助、経理、

文書の収受・発送、各種調

査事務等の補助等（資料

作成、データ入力等） 

② 管財課 本庁舎４階 １名 

③ 総務事務センター 市町村振興センター５階 １名 

④ 消防総務課 本庁舎６階 １名 

⑤ 農林水産総務課 本庁舎５階 １名 

⑥ 環境生活総務課 東庁舎２階 １名 

⑦ 労働委員会事務局 南庁舎１階 １名 

 

令和７年度 県庁地区 障がい者を対象とした 

島根県会計年度任用職員採用試験受験案内 
                      島 根 県 総 務 部 人 事 課  

〒690-8501 松江市殿町１番地  

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ８ ５ ２ － ２ ２ － ６ ２ ９ １ 

 

島根県では、障がいのある方を対象とした会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２に規定する職員）

を以下のとおり募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 受験資格 

（１） 次のいずれかに該当する人 

ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から６級までの方 

イ 療育手帳の交付を受けている方 

ウ 知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センター、精神保健 

指定医によって知的障がい者であると判定された方 

エ 精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

（２） パソコン操作ができること（Excel,Word） 

（３） 上記（１）、（２）に関わらず、次の各号のいずれかに該当する人は受験できません 

ア 禁錮（令和７年６月１日以降は、拘禁刑）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの人 

イ 島根県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する 

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２． 勤務地、勤務場所、採用予定人数及び職務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤務地①②④⑤は県庁本庁舎（松江市殿町１）、③は島根県市町村振興センター（松江市殿町８－３）、

⑥は県庁東庁舎（松江市殿町 128 番地）⑦は県庁南庁舎（松江市殿町８）です。勤務場所の詳細は島根

県管財課のホームページ（https://www.pref.shimane.lg.jp/kanzai/haichi/）をご確認下さい。 

・申込にあたっては、①～⑦いずれかの所属を第２希望まで申し込むことができます。 

■ 受  付  期  間  令和７年１２月１７日（水） ～ 令和８年１月１６日（金） 

              ※郵送による場合は、１月１６日（金）必着 

              受付時間は、午前８時３０分～午後５時１５分 

（土日・祝日・１２月２９日～１月２日を除く） 

■ １ 次 試 験 日  令和８年１月３０日（金） 

■ １次試験合格発表日  令和８年２月１２日（木）予定 

■ ２ 次 試 験 日  令和８年２月２４日（火）～令和８年２月２７日（金） 

■ 合 格 発 表 日  令和８年３月６日（金）予定 

https://www.pref.shimane.lg.jp/kanzai/haichi/
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３． 試験の日時、試験内容、試験会場、合格発表 

（１）日時、試験内容   

 【１次試験（作文・面接試験）】 

令和８年１月３０日（金） 

午前９時３０分～１０時３０分     作文試験 

午前１０時４０分～（※）        面接試験（個別面接） 

※試験時間は個々によって異なります。受付締切後、受験票の試験時間欄に記入のうえ返送します

ので、各自確認してください。 
 

 【２次試験（職場実習）】 

令和８年２月２４日（火）～令和８年２月２７日（金）の間に、１～２日間程度実施予定。 

※期間が変更となる場合があります。 

※１次試験合格者が対象となります。 

※申込された所属で今年度、会計年度任用職員として勤務実績のある方は２次試験を免除する場合

があります。 

（２）試験会場  

【１次試験】 

島根県職員会館（島根県松江市内中原町５２） 

   【２次試験】 

指定の勤務地 

（３）合格発表 

令和８年３月６日（金） 

※試験の結果は、１次試験、２次試験ごとに受験者全員（棄権者を除く。）に郵送で通知します。 

 

４．受験申込 

（１）提出書類 

①申込書（別紙様式）       １部  

②履歴書（市販のＪＩＳ規格）   １部 

顔写真は、申込日前６か月以内に撮影した、無帽、背景なしのもので、裏面に氏名を記入し、はが

れないようにしっかり貼ってください。  

③はがき              １部 

受験票として使用します。表面に受験者本人の郵便番号、住所、氏名を記載し、官製はがき以外は

８５円切手を貼付してください。 

④１１０円切手を貼付した定形（長型３号）の封筒     １部 

試験結果通知に使用します。表面には、受験者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し１１０円切手

を貼付してください。 

     ⑤障がいの程度等が確認できる書類（写し）   1部 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、公的判定機関で知的障がい者と判定され

たことを証明する書類（氏名、障がい名、等級が確認できるもの） 

※申込書の＊欄を除く全ての欄にもれなく正確に記入してください。 

（２）書類提出先・問い合わせ先 

〒６９０－８５０１ 松江市殿町 1番地    

島根県総務部人事課行政改革推進室   TEL  ０８５２－２２－６２９１ 

（３）提出期限、方法 

上記提出書類を、島根県総務部人事課行政改革推進室に直接持参するか郵送により提出してくださ

い。郵送する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員申込」と朱書きし、郵便局で簡易書留郵便にしてく

ださい。簡易書留郵便によらない郵便の不着には対応できません。 

受付は、令和７年１２月１７日（水）から令和８年１月１６日（金）までの、午前８時３０分から午後５時１５分ま

でです。（但し土日・祝日・１２月２９日～１月２日を除きます。）郵送による場合は、１月１６日（金）必着としま

す。 
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（４）受験票の交付 

受験票は、受験資格を審査し、受付締切後に郵送します。試験日の３開庁日前になっても受験票が到着

しない場合は、必ず島根県総務部人事課行政改革推進室にお問い合わせください。 

 

５．採用 

この試験の合格者は、原則として令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで任用します。 

なお、採用後１ヶ月又は勤務日数が１５日に達するまでは、条件付き採用期間となります。 

※勤務実績等の評価により、公募によらない再度任用は連続４回を上限として行う場合があります。 

 

６．勤務条件等 

（１）報   酬：基本報酬  時間額 １，２５６円～１，４８８円（職務経歴等に応じて決定します） 

（令和７年１２月１日現在を記載しています。変更になる場合があります。） 

通勤手当相当分の報酬  日額  ７，１４２円以内（支給要件を具備する場合のみ支給） 

※通勤手当額は通勤手段、勤務日数、距離等に基づいて規定により決定します。 

 

（２）手   当：規定に基づき期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

（３）勤務日数：月１３０時間（月１７日～２０日程度）で所属長が指定した日 

         ※勤務時間に応じて勤務日数が決まります。 

（４）勤務時間：（基本）午前８時３０分～午後５時１５分（休憩時間１時間） 

         勤務時間は、相談の上、決定します。途中で変更することもできます。  

（５）福   利：共済、厚生年金保険、雇用保険等（加入要件を満たす場合に加入します。） 

 

７．試験結果の本人提供について 

試験の結果については、保有個人情報の本人提供に関する事務取扱要領に基づき、本人の申出により

提供することができます。受験者本人（代理人は不可）が「顔写真付きの身分証明書」（注）を持参の上、下

記場所で行ってください。（電話は不可） 

申出できる者 内容 期間 場所 

受験者本人 

（棄権者を除く） 

得点及び順位 

 

合格発表の日（結果通知

発送の日）から１月間 

島根県総務部人事課 

（松江市殿町１番地本庁舎３階） 

   （注）「顔写真付きの身分証明書」の例：運転免許証、学生証、旅券等 

 

８．その他 

・ 試験会場には、受験票を持参してください。 

・ HB若しくは Bの鉛筆又はシャープペンシル及びプラスチック消しゴムを持参してください。 

・ 受験に際しての提出書類は、島根県において責任を持って廃棄しますので、返却しません。 

・ 受験に際して島根県が収集した個人情報は、採用試験以外には使用しません。 

・ 不合格の場合も、内定者の辞退により繰り上げ採用となる場合があります。該当者については、試験結

果通知にその旨記載します。 
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この頁は空白です 

 

 

 


